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名古屋市会議員、愛知県会議員の皆様へ、そして愛知県選出の国会議員の皆様へ 

 

愛知県の新・アリーナ建設について「都市公園」の議論を行い、市民に説明下さい。 

 

２０１９年８月２２日 高橋和生 

名古屋市東区徳川町１３０１番地３０２ 

●はじめに 

大村愛知県知事と河村名古屋市長のいがみ合いは、とみに激しくなっているのは皆さまご承知の通りで

すが、この８月４日、７日に名古屋市が行った「タウンミーテイング＜名城公園北園と新たな公園施設

について＞」を聞くに、また、知事と市長のいがみ合いの中で、せっかくの半世紀にわたって育てた名

城公園の緑を壊すことになり、損をするのは市民・県民ばかりだと思いました。大村知事の方が、河村

市長より頭が良いのは十分わかりましたので、大村知事には都市公園を潰さないでいただきたいです。 

 

この６月１１日に、愛知県は新・アリーナの姿をパースと図面（２案）で公表されたのを受けての名古

屋市から特に北区住民をターゲットのタウンミーテイングでした。名古屋の都心にある大規模な都市公

園はここ名城公園と鶴舞公園しかなく、様子を見に東区から参加しました。 

 

会場からは「反対だ。」「疑問だ。」「質問あり。」との多くの声が出ました。「北園の緑の３分の１が建物

で潰される。鳥が多く来る貴重な自然が無くなるが、代替地は用意するのか。（鳥の来る森は、人にも

大切な環境）」には、明確に名古屋市は「代替地は考えていない。アリーナ周りの植栽の成長を期待す

る」と否定したのですが、「緑の環境の中のランニングコースを潰さないで。」などへの回答はせず、名

古屋市は「愛知県のアリーナの形は未定であり、名古屋市からは案を公表できない。市民の意見を聞

き、愛知県と協議して進めていきたい」とあるだけでした。 

この事業の主体者は、公園を管理する名古屋市か、新・アリーナを建設する愛知県なのかわかりません

でした。大村知事と河村市長のいがみ合いの中で、とても、うまく事業は進むとは思えなかったです。 

 

河村市長は４年前に「賑わいのある町にする。」と、名古屋城天守木造化事業を立ち上げましたが、そ

のためには、現天守を石垣も含めて壊さないといけません。「壊すこと」の問題を市民に説明しないま

ま名古屋市は邁進するので、私たちは「壊すな！名古屋城天守」と声をあげ、現天守（の価値＝戦後復

興のシンボル）を残せと、文化庁に訴えました。そして、現在、天守木造化事業は漂流しています。 

今回も、河村市長の「県体育館は、城から出ていけ。」から始まっています。名城公園を「壊すこと」

による問題は大変大きいと思うのですが、このタウンミーテイングでは、名古屋市総務局は市民に「壊

すこと」による問題への解決の説明をしていません。「県と市は名城公園の公園施設として新・アリー

ナ建設することを決めた。」だけで、ぼい出した跡地の市の利用計画「江戸村」も未定との事でした。 

私はこれまでの新・アリーナ建設の議会での議論をネットで探しましたが、「河村市長がこういった。」

「大村知事がこう答えた。」しか見つかりませんでした。そこで、私が「名城公園を壊すこと」の問題

をいくつかあげ、それを議会で取り上げてもらい、市民・県民が理解できるように議会で明らかにして

いただける事を願って、「壊すな！名城公園」を書いてみようと思い至りました。 
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第一章 名城公園を潰しての、新・アリーナ建設までの経緯 

第一項 経緯をネットで検索 

私の記憶とネットを検索した結果で書きますので、間違いがあれば指摘ください。 

 

私が、県体育館の移転問題を知ったのは、2016 年 3 月、名古屋城天守木造化事業において竹中工務店

案が選ばれたころの新聞記事でした。「新開名古屋市副市長は、愛知県を訪ね、県体育館を名古屋城二

の丸から出ることを要望した。敷地は国のものであり、その管理者は名古屋市と決まっていたが、1964

年県体育館建設当時に、いずれは出ていくとの約定のもとに、名古屋市は愛知県に敷地・建物管理の移

譲をしていた。その約定を果たせとの事であった。愛知県は、グレードアップした体育館の建設を望む

も適した敷地を持っていない。」とあり、新聞にはまだ名城公園北園の話はありませんでした。 

 

河村市長は「二の丸に江戸村を作りたい」という発言を、金シャチ横丁の建設前からしており、天守木

造化事業が竹中工務店の提案によって見えたので、かつて二の丸にあった御殿や馬場などの施設の復

元・整備を推進する為に、愛知県体育館の移転を名古屋市は愛知県に求めたのでした。 

 

愛知県は、アジア大会 2026 年が決まる以前から、50 年を経た現体育館の老朽化対策としての改修の方

針を打ち出していたのですが、この際、名古屋市の施設である日本ガイシホール１0,000 席を凌駕する

県体育館＝新・イベントホール建設を望む声も一部にあったそうです。 

 

私は、文化庁のいう「史跡の上に木造レプリカを作ることは史跡の価値を高める。」には、「営々と歴史

を積み重ねた結果として史跡の価値を、レプリカによって時間軸の 1 点に固定するのは史跡の姿として

間違いだ。」とかねてから疑問を抱いていましたので、小さな記事でしたが「おいおい、こんなところ

で昔の約定を出すのかよ。現県体育館は大相撲、ピンポン外交、県レベルの決勝戦などで県民に親しま

れているので、現在の場所での建て替えで良いのではないか。」と思ったことをよく覚えています。 

 

 2017 年 5 月 15 日、名古屋市は体育館の移転先として国有地

の公務員宿舎を想定していたのですが、名古屋造形大学から

ここに出たいとの要望があり、そちらを優先すると発表。新

たに移転先を探すとしました。今、愛知県の新・アリーナ案

を見るに、この敷地では狭かったのでした。 

 

2017 年 6 月、大村知事から「愛知県体育館は、国際競技大会

を開催するにふさわしいスケールアップした施設とすること

が必要であり、増床新築移転することを決断した。名城公

園・北園を移転有力候補地としたい。」と、表明がありまし

た。 

 

この 1 年前の市議会経済水道委員会 2016年 6 月 9 日の記録 

公務員宿舎 

名古屋造形大学完成予想図 
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では、近藤観光文化交流局観光交流部長の議員への回答として「名城公園は本市緑政土木局の所管にな

りますけれども、本市が国有財産の無償貸与契約により都市公園としております。その都市公園である

名城公園の中に、愛知県が本市から都市公園法に基づく公園施設設置許可を得て体育館を設置している

ということでございます。体育館の移設先については、一応まだ場所（名城公園北園・野球場など）を

想定して記載しているという状況でございまして、今後、関係者との調整によりまして変更の可能性も

あるという条件で記載されているという意味で調整済みであり、確定ではないという状況でございま

す。」とあります。名城公園・北園では、野球場を使用している団体から「なら、代替地を求める。」の

声が出ており、決定とは言えていませんでした。 

 

2017 年 10 月に河村市長は「愛知県と、新・アリーナの建設地は名城公園・北園と合意した。」と、発

表しました。それを受けて、愛知県は 3500 万円の予算で、企画を設計事務所に委託しました。なお、

当時も、今回の 2019 年 8 月 4 日のタウンミーテイング時でも、野球場の代替地は決まっていません。 

 

2019 年 6 月 11 日に、愛知県から名城公園・北園での企画案が 2 案示されました。タウンミーテイング

でも「潰すのは、野球場だけだと思っていた。」とあったように、北園 21 万㎥のうち、4 万 6 千㎡の敷

地を愛知県に渡す、巨大なアリーナ（建築面積 2 万㎥、延床 4 万３千㎡、4 階建て高さ３１ｍ）は驚き

でした。北園は、道路によって 3 つに切られており、中央の敷地は 18 万㎥程ですので、公園の他の既

存施設と合わせて、公園の建蔽率は１２％程になると思われます。新・アリーナの建物用途は儲ける為

の興行場であり、このバカでかい規模でも「新たな公園施設」と言いきれるのか、私は都市公園法の縛

りから大変疑問なのですが、その説明はタウンミーテイングではありませんでした。 

 

第二項 ２０２６年９月アジア大会 

大村知事も河村市長も、「アジア大会までに作る」と言っていますので、現在、愛知県と名古屋市のアジ

ア大会の合同チームが、大会の会場をどのように割り当てている 
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愛知県体育館は、バレーボール会場と割り当てられており、それも小牧会場 5000 席との二又です。バ

レーボールの為に 15000 席の席数はなくても、現状の施設 4375 席＋仮設の最大 3032 席で十分である

と読み取りました。アジア大会のメイン会場である瑞穂陸上競技場の増改築こそが急務なのでしょう。 

県が示している新・アリーナ案の席数は以下です。固定席が 11000 席で、可動席が 4000 席です。 

日本ガイシホール 10,000 席（名古屋市総合体育館）に対抗するコンサート、イベントの席数は明示さ

れていませんが、15,000 席で良いでしょう。下図は、県から発表されたイベント時のパースです。 
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この、新・アリーナによって「名古屋飛ばしがなくなる」と、市会議員の横井さんは都市公園を潰すこ

とに賛成だとブログに書いていますが、儲からないから「名古屋飛ばし」であり、箱の大きさではない

でしょう。ジャニーズ事務所は、ナゴヤドームで 2 万人のコンサートをおこなっています。上層階は利

用していません。 

ナゴヤドームの

最大席数は左図

の通り４万席で

す。 

この愛知県の

新・アリーナで

はナゴヤドーム

の席数にはとて

も対抗できませ

ん。 

30 年前に作った名古屋市の

施設である日本ガイシホール

10,000 席は、最寄り駅の JR

東海・笠寺駅が貧弱ですの

で、県が都心に新・アリーナ

を作ると、興行的に潰されま

しょうか。 

 

第二章 名城公園に新アリーナ建設するにあたっての問題点 

第一項 建物用途は興行場 

名古屋市のタウンミ―ティングでは県の新・アリーナを「公園施設」として、市民に説明しましたが、

大村知事は「スポーツアリーナ」と 6 月 11 日に基本構想を報道機関に発表しました。では、建築基準

法ではなんという建物用途でしょうか。建物用途を明確にしないと、都市計画法で定めた都市のゾーン

ニングの中で、建てられる施設かどうかの議論が始まりません。 

 

私は、名古屋城木造天守は「展望台」が建物用途であり、この特殊建築物 別表第一の（一）の不特定

多数の客を集める集会場が相当し、木造 6 階建て延べ床 5500 ㎡高さ４５ｍの木造天守は、年間 400 万

人、一時に 2500 名を入れる、大変危険な違法建築であるので「木造天守はデキッコナイ」と 4 年前か

ら言い続けています。 

 

この新・アリーナも天守と同じ特殊建築物です。愛知県の６月１１日発表の施設説明では、最大 15,000

席のアリーナとし、年間 10 億円を稼ぐ算段がなり立ち、PFI 事業にするのだとあります。 

アリーナとは、施設の真ん中に、見せるスポーツ、コンサートの舞台を置く、興行場の形状を示す呼び

名です。 

ナゴヤドーム（野球場）での コンサート 

日本ガイシホール（名古屋市総合体育館）での イベント 
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建築基準法の、特殊建築物 別表第一の 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これ

らに類するもの（一）では、舞台は一方向から見る事としてあり、四方から観覧するアリーナは、昭和

26 年制定の法ですのでありませんが、新・アリーナは、この（一）に類するものとなります。常に、何

らかの興行を打ち、不特定多数の客を呼び込む特殊建築物「興行場」となります。 

 

別表第一の（五）に、学校、体育館その他これに類するものとありますが、「愛知県体育館」は、この

（五）にはなりません。 

大相撲の興行を毎年行い、プロレス興行をし、さらにプロバスケットボール B リーグに所属する、三菱

電機が母体の名古屋ダイヤモンドドルフィンズのホームアリーナとし、愛知県体育館でなく「ドルフィ

ンズアリーナ」を名称とすることも愛知県は契約（年間 2500 万円）しています。 

愛知県が 1964 年に、1956 年制定に制定された都市公園法に基づき、公園施設置許可を名古屋市から得

た「愛知県体育館」とは、なし崩し的に、体よく言えば時代に応じて使用内容が変化しています。ま

た、バレーボールも V リーグとなりプロ化しています。フィギアスケート競技は選ばれたプロ達による

ショーとなっています。 

 

今度の新・アリーナは県民が体育をする場でなく、金を取って見せるスポーツの為の施設、コンサート
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会場とあり、商業施設であることが明確に打ち出されました。 

アリーナを建てる場所は、都市計画法で定める「商業地域」が望ましいです。あと、都市計画法で定め

る「近隣商業地域」「準工業地域」でも法的に建てることはできますが、騒音を生み出し、生活環境を

犯す猥雑な施設ですので、住居系の地域には建てられません。名城公園は「2 種住居地域」の指定を受

けているので、建てるには、名古屋市都市計画審議会での「用途地域の変更」が必要です。 

 

タウンミーテイングでは「県民がする体育館でなく、金を取って見せるスポーツアリーナ」とはっきり

説明があったのですが、役人にも市民にも、御園座と同様の商業施設である認識がありませんでした。

新・アリーナは「都市公園」と「可分→p1４」であり、敷地をわけないといけません。 

「行政が税金を使い、商業施設を作るのか？」への疑問は、河村市長は「儲かるから、税金を一円も使

わない。」と言いつつ、天守木造化事業に既に税金を５０億円もつぎ込んでいますので、大村知事も

「税金を使って儲かる施設を作る。」ということでは、河村市長と同じだとここでは思ってください。

それではいけないのでは？という疑問については、第三項で説明します。 

 

第二項 都市計画法、都市公園法 

最初に、第二章 名城公園に新アリーナ建設するにあたっての問題点の整理した比較表を示します。 

これが私のこの章の結論ですが、先に出しました。なぜなら、左の問題点の欄を見ていただきたいので

すが、都市計画法と都市公園法と文化財保護法への理解がないと、私の比較表が判読できませんので、

これから暫く、皆様のなじみのない法律の話を続けます。 

 



8 

 

なお、この小さい文字では読めませんので、A3 版の表を別に添付します。 

●都市計画法とは 

江戸の日本には、既に 150 もの都市（城下町、港町、門前町）がありましたが、明治になって、政府は

富国強兵を唱え、都市の改造、近代化を進めます。当時の城下町の近代化とは、銀座の煉瓦通りのよう

に、日本は先進国だと外国に見せるための都市の不燃化（ロンドンでは 17 世紀に実現）を行うこと。

そして、新たな都市間交通の鉄道を町のどこに引き込むかを考え、鉄道駅と旧市街地を結ぶ新たな道路

（都市軸）を作ること。市街地の幹線に路面電車を走らせるための道路の拡幅でした。 

 

明治 21 年（1888 年）東京市区改正条例をもって都市計画ははじまります。名古屋などの 6 大都市の都

市計画はこの東京の準用として、内務省によって施工されたのでした。 

当時の内務官僚は、ヨーロッパ留学をし、欧州の都市計画を学びました。パリではパリの大改造

（1853~1870）がナポレオン 3 世の命令で、セーヌ県知事のジョルジュ・オスマン（1809～1891）に

よって行われています。現在の姿だけではわからないので、ルイ 15 世（1710~1774）の王宮計画と並
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べます。 

ヨーロッパの都市は、中世から絶対王政にかけて防御の為に都市を丸ごと城壁で囲み、外側、外側と城

壁を広げる事によって都市は大きくなったのですが、庶民は 4 階建ての煉瓦つくりの建物に積み重なっ

て住み、排便は部屋の中のオマルにし窓から道に捨てるという、道は汚物まみれの排水路でもあったの

で、疫病の流行が都市民の大きな恐怖でした。日本の都市では、中世から人糞を肥料として回収するシ

ステムができていましたが、祇園祭り（厄除）に見られるように、やはり疫病は都市民の恐怖でした。 

 

産業革命がフランスにも起き、さらに多くの人口がパリになだれ込み、都心部が、いわゆる貧窟（貧

困・日影・風通し悪し・不衛生）となったので、貧窟を大胆に壊し、大きな道路で政府の主要な建物を

囲み、かつそれらの建物を、広場を介して直線的に結ぶようにしたのが、オスマンの計画でした。ナポ

レオンン 3 世の強大な力で建物の多くが壊され、石張りで統一された現代のパリの姿が作られたので

す。ナポレオン 3 世には、1848 年のフランス二月革命では、細く入りくんだ路地裏だらけのパリ市内

で革命勢力がバリケードを作り政府軍に対して抵抗を続け、ついに革命を成功させたので、民衆の暴動

に対して軍を容易に動かせるという意図もありました。 

 

パリには、中世からの広場の伝統があり、広場を結ぶ放射状の道路が作られたのですが、城下町は碁盤

の目の道路であり、広場は神社・仏閣の境内がその役目を果たしていたので、パリの大改造の形そのも

のを日本にとりいれることはありませんでした。 

また、パリでは疫病対策として下水道の敷設が同時にされました。後に、そこに電気も通すことによっ

て、電信柱のない美しいの街並みができています。しかしながら、日本では下水道が都市の大切なイン

フラと捉えられず、下水道の普及が進みませんでした。また、戦前の電気事業は民営でしたので、電信

柱だらけの醜い街並みとなっています。 

 

大正 8 年（1919 年）、市街地建築物法（建築基準法の前身）と合わせて都市計画法（旧法）が制定さ

れ、翌年施行されました。住居地域、商業地域、工業地域というゾーニング制度によって都市を計画

し、都市計画制限（道路など都市計画施設予定地内での建築を規制）、区画整理制度で、新たな都市を

作ろうでした。 
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東京では関東大震災（大正 1２年 1923 年）の後に、大風呂敷と呼ばれた後藤新平（1857~1929）が内

務大臣兼帝都復興院総裁として東京の帝都復興計画を立案したのですが、銀座の大地主に反対され、土

地を買い上げる資金の不足により成功していません。しかし、名古屋では徳川家康の総郭の範囲（庄名

川と天白川の間）が「大名古屋」とされ、区画整理制度によって道路の基盤整備が進みました。 

 

名古屋の都市計画は戦後の田淵寿郎（1890~1974）によるものだとの誤解がありますが、焼け跡への線

引きは、大正から戦前にかけて、田淵より 3 つ若い石川 栄耀（1893～1955）によって計画推進された

都市計画の延長にあるものでした。その後、戦後復興に中で名古屋は「工業都市」と位置づけされ、準

工業地区・工業地区が多くゾーニングされました。昭和 45 年に都市計画は国から名古屋市に移管され

たのですが、基本的なゾーニングの見直しが行われないまま今に至ります。今の名古屋市民には「工業

都市」名古屋の認識はありません。ゾーニング制度による都市計画は 1970 年から滞っています。 

 

●都市計画法と建築基準法は兄弟 

次の表の横軸には、都市計画法のゾーニング名が、住居系、商業系、工業系と並んでありますが、縦軸

の建物用途は建築基準法で定められたものです。横軸が 50 年変らない中で、建物用途は時代の波によ

って変遷しています。建築士が設計にあたって最初に行う事は、この建物用途は建築基準法上なにか、

この敷地に建てられるものかを探ることです。 

第一項で、私が＜「愛知県体育館」という名称だが、これは「体育館」でない「興行場」である＞と説

明したことです。 

建築基準法上の建物用途である劇場・映画館は近隣商業地域では建てられなかったのですが、建築基準

法の扱いを変えて、都市計画のゾーニングを変えることなく建てられるようになりました。横軸の都市

計画法による都市のゾーニング＝用途地域の色塗りは変えないのでした。 

都市計画法のゾーニングの変更は、1994 年に住居系用途地域の細分化、2017 年に田園住居地域が加え

られただけです。 

名古屋市が抱える都市の問題は、この用途に初源的にあります。あとは、昭和 46 年（1971 年）の容積

率の導入と昭和 51 年（1976 年）日影規制が名古屋の街並みを凸凹にしてしまいました。 
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① 旧市街地「大名古屋」は、商業系以外

は、高さ 31ｍ以下の住居系の中でも最も規

制が緩い住居地域がほとんどであり、、マン

ションと町工場の混在となっています。 

② 準工業地域が都心（城下町と熱田ノ宮）

周囲に多いのですが、上記の建物用途表を

みると準工業地域で建てられない建物は、

ストリップ小屋ぐらいしかありません。ナ

ゴヤドームと、イオンモールと、名城大学

とが混在できるのです。 

③ 道幅の広い道路に沿って、近隣商業地区

があります。個人の店舗が道路沿いから消

えていく代わりに、住居系より高い容積率

を利用し、道路には影を落として良いの

で、道路の南側だけに、日影による高さ制

限をかわし凸凹の背の高いマンションが建

てられてきました。もはや近隣商業地域の

商業はコンビニしかなく、住居系です。 

④ 工業地域には、工場とマンションが並び

立つのです。 

用途地域によって容積率（延床面積÷敷地

面積）は１００％から１３００％まであ

り、大きな容積率の土地には、大きな建物

が建てられますので、土地価格に容積率がそのまま反映します。新たに地下鉄の駅が出来ることぐらい

でしか、名古屋の都市計画のゾーニングは見直されていません。 

 

●都市公園法は都市計画法の子 

公園は都市計画で定められます。その内容は都市公園法で定めるので親子です。都市計画法に定められ

た都市計画審議会において、都市公園の撤廃、性格（総合公園、運動公園、地区公園、近隣公園）の変

更が可能です。 

ロンドンだけでなくヨーロッパの都市では 100ha を越える大きな都市公園があり、地区公園 5ha（4 ブ

ロック）、近隣公園１ha（1 ブロック）が大前提となっています。 

 

国の民主化の中で、王・貴族・教会の権力者から勝ち得た公園は、庶民にとってかけがえのないもので

した。 

石炭の煙の下で、人口密度が今の名古屋の 3 倍にもなっていた工業都市ロンドンでは、どうしてもオー

プンスペース（公園）が必要だったのでした。 
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東京には、江戸の大名屋敷を利用してまとまった公園、

大学キャンパスがあります。しかし、名古屋の大名屋敷

跡は徳川園 4ha しかなく、名城公園・北園 21ha が昭和

31 年（1956 年）に出来るまで、1909 年（明治 42 年）

に博覧会用地の転用として開設された鶴舞公園 24ha し

か、名古屋には総合公園はありませんでした。東山動物

園も戦前からの総合公園ですが、郊外の公園です。 

 

今、都市公園として名古屋にある、庄内川、守山、戸

田、大高などの 「緑地」はロンドンなどヨーロッパの

都市の中で見られる都市公園とは違います。 

 

名古屋城は軍と天皇の所有でしたが、戦後、練兵場の跡

21ha を無料の名城公園・北園として整備し、文化庁が

「特別史跡」と指定する、入場料を取る名古屋城、県体

育館の敷地、その周囲の堀、三の丸の土塁を一体とし

て、80ha の総合公園「名城公園」としたのでした。公

園の名称と天守を見あげる景観では北園は名古屋城と一

体ですが、一体的に活用するできるような総合公園とは整備されていません。 

 

河村市長は「天守木造化は観光で人を呼べる。」と言うので、名古屋市民は、名城公園 80ha の本来の意

義「市民が名古屋の歴史に親しみ、郷土に誇り

が持てる歴史公園である。」事を忘れています。 

名古屋城は、本丸以外は入場料無料にして、市民本位の総合公園

80ha となるよう名城公園・北園と一体的に整備することこそが必要

であり、河村市長が願う、二の丸をテーマパーク・江戸村にする必要

はないと私は考えます。 

 

江戸城の本丸と二の丸は「皇宮東御苑」として無料で開放されてお

り、大阪城も入場料は天守閣博物館に入るのに取られるだけです。こ

れらは市民の為の「特別史跡」「都市公園」整備の在り方を示してい

ます。その結果、どちらも外国人観光客を集めています。 

そして、大坂城天守はコンクリート造です。なぜ、今あるコンクリー

ト造の名古屋城天守を壊して木造にしないといけないのか、私には全

くわかりません。 

 

現・名古屋城天守は、コンクリート造の熊本天守が震災復興のシン

ミラノ都心スフォルツア城公園 奥行１ｋｍ 

ロンドン都心の 都市公園 

ミラノ都心 スフォルツア城 公園 

城との堀を埋め一体化 奥行１ｋｍ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1909%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
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ボルとして急ピッチで修繕されたように、空襲で焼け野原になった名古屋の戦後復興のシンボルです。

「壊すな！名古屋城天守」 

 

河村市長と大村知事は、50 年かけて育てた北園の緑を、愛知県の新・アリーナ建設で潰そうとしていま

す。建築面積は 2 万㎥であり、北園 21ha の一割ですが、延床 4 万３千㎡、高さ３１m のボリューム

は、北園を圧倒し、北園をアリーナの前庭のようにしてしまいます。名古屋城天守を見上げる名城公園

ではなくなります。 

 

残念ながら、河村市長と大村知事、共に景観を守る、景観を作っていくというヨーロッパ流の感覚がな

いようです。ですので、名古屋は「白い町」と言われ、広い道路に車だけが走る魅力のない町になって

いるのですが、是非「魅力のない町は緑がない町だから」と気づいて欲しいものです。名古屋にとって

たださえ少ない緑を壊す、県と市の政策に反対します。「壊すな！名城公園」 

 

次に法文を入れて私が「都市公園法に定めた建蔽率２％以下に違反している」と判断したことの解説を

します。 

 

●都市公園法  四条 

（公園施設の設置基準） 

第四条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築

物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条

第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の建築面

積（国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積

を除く。以下同じ。）の総計の当該都市公園の敷地面積

に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設

置する地方公共団体の条例で定める割合（国の設置に係

る都市公園にあつては、百分の二）を超えてはならな

い。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特

別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該

都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲

（国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範

囲）内でこれを超えることができる。 

２ 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関す

る基準については、政令で定める。 

 

●建築基準法第二条一号 建築物とは 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

緑色が、名城公園面積 80.41ha。 

無料の名城公園・北園 2１ha に、文化庁が「特

別史跡」と指定する、入場料を取る名古屋城、県

体育館の敷地、その周囲の堀、三の丸の土塁を

一体としている。この都市計画図では、道路、水

面、土塁も含んで都市公園と色塗りがされてい

て建蔽率算出ベースの敷地形状がわからない。 
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一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造の

ものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に

設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安

に関する施設並びにコセン橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）を

いい、建築設備を含むものとする。 

 

都市公園法の建築物の定義は、建築基準法によっているので、まず、建築は＜土地に定着＞していない

といけません。水面に浮くのは建築物でないのです。 

建築面積の総計（公園内に幾つも建物があるので）の当該都市公園面積の敷地面積に対する割合（建蔽

率と言います）は＜100 分の２を参酌して公園を設置する名古屋市の条例で定める割合を越えてはなら

ない。＞ですので建蔽率は２％以下です。名古屋市が条例で２％を＜参酌せず建蔽率を条例で勝手に増

やす＞ことはできません。 

では、＜都市公園の敷地面積＞とは？ さらに、建築基準法の定義を見ましょう。 

 

●建築基準法施行令第一条 敷地とは 

（用語の定義） 

第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 

 

この＜一団の土地＞というのが、わかりにくいですね。道路（道路法で認められいなくても道路上のも

の 建築基準法 42 条）で分けられておれば、一団ではありません。道路の上にも、公衆トイレ、交

番、空中通路を設けることが出来ますが、建蔽率算定の敷地面積に道路を入れてはいけません。 

団地内の道路は、一団地申請（建築基準法８６条）という別な考えで敷地範囲に入れていますが、条

件、制約があります。 

＜不可分＞もわかりにくいですが、都市公園の為のサービス施設となればすべて不可分となり、建蔽率

は合算されます。 

＜可分＞であり、都市公園の建築面積 2％以下と算出するべースの都市公園の敷地に入れていけないの

は、県スポーツ会館と同レベルにあるテニスコート 6 面です。このテニスコートは、名城水処理センタ

ーの上にあるテニスコートと繋がって運用されており、この 6 面のテニスコート単独で公園内の施設と

して成立していません。テニスコートの用途だから公園でいいのでは。とはならないのが＜可分＞で

す。＜可分＞であれば敷地を分けないといけないと建築基準法施行令の第一条にあり、建築の設計をす

るのにとても重要な事です。 

建築基準法には、建物そのもの安全を規定する「単体規定」と建築と都市との関係を規定する「集団規

定」がありますが、「集団規定」は建物が建つ「敷地」によって規定されているからです。 

 

このテニスコート 6 面に、建築物は建っていないので建蔽率はどうでも良いようですが、県スポーツ会

館の敷地とは＜可分＞であり、ここは県スポーツ会館の敷地に参入できません。 
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私の想像ですが、名城水処理センターは、1963 年（昭和 38 年）12 月に着工していますので、昭和 31

年には、名城水処理センターの敷地も入れて都市公園だったのが、処理センターだけを建設時に都市公

園から外してしまい、テニスコート 6 面だけが都市公園のまま残ったのかもしれません。 

 

水路はどうでしょうか。ランドスケープデザイン（修景）で敷地内に人工的に水路を設けることがよく

あります。この場合は、建てる前の敷地の現状が水路でなければまったく問題ありません。 

また、土地台帳（公図）を役所から取ると、無番地であることがあります。赤道＝古くからの里道・あ

ぜ道などで、皆が自由に通行していたが、今は道路でない場合。青道＝誰が造ったかも判らないが、田

畑への引水の為の水路や、自然に発生した水路等で、現在

は埋め戻され水路は存在しない場合。どちらも土地の払い

下げによって、敷地となります。 

 

名古屋城の堀はどうでしょうか。国有地です。水をたたえ

た堀は、＜土地に定着＞させる建築物がたたない、昔から

の水路が今も続いてあるので、道路と同じで、水路によっ

て分けられた敷地は一団を形成していない別の敷地だと思

います。堀を埋めた土橋で繋がれておれば一団の敷地です

が、堀の水面の上の橋でしか繋がらないのでは、別敷地で

す。 

 

問題は、水面が無い堀の扱いです。 

●建築基準法施行令第二条 敷地面積とは 

（面積、高さ等の算定方法） 

第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法（以下「法」という。）第四十二条第

二項、第三項又は第五項の規定によつて、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算

入しない。 

 

水平投影面積とあり、具体的には「がけ地」であってもその水平投影面積を算出して普通に敷地にいれ

ているので、水面がない堀も敷地に入れるのでしょうか、私には判断できません。 

 

これらを踏まえて、都市公園面積は８０ha であるが、名城公園の北園は、道路 2 本によって 3 つの敷

地に分かれており、それぞれの敷地において、建蔽率 2％以下でならなければならないので、「建築面

積 2 万㎡の新・アリーナは、敷地面積 約 18ha の建蔽率 2％以下に違反している。」としました。 

 

よくわからないのは、愛知県スポーツ会館です。住居地域であり規定の建蔽率６０％は余裕で守ってい

て、問題ないと見過ごしていましたが、ここが都市公園の指定を受けているとなると、この２ha の敷

https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
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地の中で建蔽率２％以下を守らないといけないのです。 

 

建設は 1972 年（昭和 47 年）4 月 であり、都市公園法が制定 1956 年（昭和 31 年）され、同時に名城

公園が生れたあとなのです。名城水処理センターは、1963 年（昭和 38 年）12 月に着工しており、今

は都市公園ではないです。 

 

都市公園として指定された所に、県スポーツ会館が建蔽率 2％を超えて建てられたマジック（建蔽率の

移転が出来るのか？容積率移転は建築基準法 86 条により街区をまたいで行う事ができる。）が今も正当

であると証明されれば、私の「県の新・アリーナが都市公園法に定めた建蔽率２％以下に違反してい

る」判断も変わりうります。しかし、それは都市公園法の法の精神「都市にオープンスペースを確保す

る」からしてオカシイと私は思います。 

 

県スポーツ会館の「既存不適格」にこだわって書いてきましたが、この事が B 案の発想になったのでし

た。名古屋市は 8 月 4 日タウンミーテイングでは、県スポーツ会館にここを出て行ってもらい、ここに

野球場を移設する A 案の説明が県の了承がないままにありましたが、県スポーツ会館を県の新・アリー

ナに建て替える方が、都市公園・名城公園の全体の姿として良いと思います。地下鉄の駅からの距離も

50ｍ増えるだけです。 

 

次に、私の判断「名古屋市が愛知県に、県の新・アリーナ建設のために名城公園 4.6ha を渡すなら、そ

の 4.6ha 分の都市公園を新たに設けないといけない。役人の答弁の＜愛知県の敷地の緑の繁茂を待つ＞

は、都市公園法に違反している。」の解説を、法文を出して行います。 

 

●都市公園法 十六条 

（都市公園の保存） 

第十六条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都

市公園を廃止してはならない。 

一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が

施行される場合その他公益上特別の必要がある場合 

二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合 

三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の

終了又は解除によりその権原が消滅した場合 

 

名古屋市は＜みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。＞ので

す。 

名古屋市のタウンミーテイングのタイトルは 「名城公園北園と新たな公園施設について」ですので、

県の新・アリーナを名城公園の「公園施設」としてしており、都市公園を廃止するものではないのだか

ら、この第一六条に違反していないということなのでしょうか。しかし、それですと、第二条の「建蔽

率 2％以下の建築物とせよ。」に違反です。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
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第二条二項の但し書きによる政令によって、都市公園の公園施設の建蔽率は、12％まで OK！は、次の

第三項 都市公園法改正 Park-PFI ２０１６年７月制定で詳しく説明しますが、ここでも簡単に書いて

おきます。  

 

都市公園法第二条で建蔽率は法で２％と決めており、それを受けての法第十六条二項＜廃止される都市

公園に代わるべき都市公園が設置＞が必

要とされているのです。第二条二項の但

し書きによる政令では、新たにカフェ等

の収益施設を設け、その儲けから公園を

整備するというインセンティブとして、

その収益施設の為に建蔽率 10％を差しだ

すということですが、上位にある法を曲

げるには、相当の理由、法第一六条一項

＜都市計画事業が施行される場合＞にお

いて＜公益上特別の必要がある場合＞が要ります。私は県の新・アリーナ＝イベントホールがこの政令

にある収益施設、すなわち「公園施設」とは思わないですし、名古屋市民にとって＜公益上特別の必要

がある＞施設であるとも思えません。 

 

名古屋市の 8 月 4 日の説明では「来年、都市公園法の手続きをする」とあるだけで、県の新・アリーナ

を名古屋市の都市計画事業としてどう位置付けるかの説明はありませんでした。愛知県が 300 億円かけ

て建設するというのですから、それを名古屋市の都市計画事業として位置づけるのは、事業主体が違い

難しいでしょう。都市計画審議会で「市の管理地を、県の新・アリーナの敷地に渡す。」ことを、都市

計画事業にするのでしょうか。 

 

名古屋市の名城公園に県の新・アリーナを建設することを、河村名古屋市長と大村愛知県知事は合意し

た。としていますが、両者のいがみ合いの中で、それぞれが思いつ

きをぶつけあっただけで、市民にとって、実に悲惨な結果でしかな

いと私は思っています。名古屋市の都市計画審議会の有識者の皆さ

んはどのように、判断するのでしょうか。  

 

三項の＜土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園につ

いて、当該貸借契約の終了又は解除＞ には、この 4.6ha の新・ア

リーナの敷地管理者が、名古屋市、愛知県のどちらになっても、国

有地であり問題となりません。 

 

●愛知県管理の現状の敷地の実態 

を見ましょう。周囲に大相撲興行時などに臨時駐車場とすべく砂利

現在の名城公園の愛知県体育館は、敷

地ごと県が管理をするとなっており、

市との境界が明示されている。 



18 

 

敷きを設けているだけです。石垣は名古屋市緑政土木の管理です。 

敷地は体育館としての機能だけであり、都市公園内の「緑地」の要素は「境界」の植栽と、戦没者慰霊

碑のまわりでしかありません。 

 

愛知県は 6 月に配置図（土地利用図）を発表していないので、市の資料から私が以下に想定しました。

名古屋市が愛知県に渡す 4.6ha の土地に、8 月 6 日に役人の答弁した「緑の繁茂を待つ樹木」の植えら

れる余地などあり得ません。4.6 ha の敷地周囲と、駐車場の車止めの間くらいしかないでしょう。 

以上の実態の想定からすると、都市公園法四条の建蔽率２％を守らず、法一六条の「都市公園の保存」

を図るとなれば、名古屋市都市計画審議会において、県の新・アリーナの敷地は「都市公園」から外

し、都市計画の用途地域は「近隣商業地域」としなければなりません。そして、第一六条四項＜二 廃

止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合＞ に合致すべく、別に 4.6ha の「都市公

園」を、名古屋市は市内のどこかに新たに設けないといけません。 

「名古屋市が愛知県に、県の新・アリーナ建設のために名城公園 4.6ha を渡すなら、その 4.6ha 分の都

市公園を新たに設けないといけない。役

人の答弁の＜愛知県の敷地の緑の繁茂を

待つ＞は、都市公園法に違反している。」

の私の判断には、このような長い前振りがあったのでした。 

 

● 都市公園は「建蔽率 2％以下」とは 

を、もう一度振り返ります。河村市長、大村知事だけでなく、議員、報道の方、名城公園を利用しない

名古屋市民の方にも「公園に体育館があってもよいのでは」と漠然と思うのでなく、都市には建物がな

いオープンスペースとしての「都市公園」が必要だと理解していただきたいのです。  

 

日本の公園は、1873 年（明治 6 年）に遡りますが、上野公園・芝公園など江戸庶民が親しんできた寺

愛知県管理地  ← 境界の植栽 → 名古屋市管理地（東入場門） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1873%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E6%81%A9%E8%B3%9C%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%9D%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E7%A4%BE
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社境内の公園化が中心で、一から新しく公

園を造られたのは、日比谷公園 16ha が最

初でした。1893 年（明治 26 年）に東京市

が、名城公園と同じく軍の練兵場からから

払下げを受けたのでした。鹿鳴館で日本を

アピールする如く、ヨーロッパの公園を真

似てデザインされました。そして、ようや

く 1909 年（明治 42 年）になって、名古

屋は鶴舞公園 24ha で、真似ることができ

ました。 

 

公園のデザインは様々です。運動公園は、その建蔽率の半分まで運動施設でよいのですが、野球場、サ

ッカー場いずれも観覧席を含めて建蔽率は 2％以下です。 

 

では、何が都市にいるのか？「都市公園」に必要とされるものは何か？それを、先人はヨーロッパに、

マンハッタンに学びました。 

 

木造 2 階建の江戸時代の都市の近代化にあたって

は、煉瓦造からコンクリート造へと都市の不燃化を

進める。自動車の為に道路幅を広げる。そして、都

市が発展し、人口が稠密に空に向かって積み重なっ

てくると、「なにも建っていない青空が人の生活に

はいるのだ。」と学んだのです。 

 

日本では、血を流して民主化を勝ち取っていません

が、同じように領主・寺社から広場、公園も勝ち取っておらず、憲法を自らのものとして捉えにくいよ

うに、広場、公園が都市に絶対に必要なものだと捉えることが出来ていません。8 月 4 日のタウンミー

テイングを聞いていても、市民から「鳥の来る森が減る。代わりの森を市は用意するのか。」とはあり

ましたが、鳥が来る森が人にも必要だとは続きませんでした。確かに、かつては住いの近くに森に囲ま

れた寺社があり、都市公園を設ける必要などありませんでしたが、八事の興正寺のように宗教法人は生

き残る為に森を減らしてきました。 

 

緑も水面も花も公園にはいるのでしょうが、第一に必要なものは、青空なのです。空気なのです。よっ

て、建蔽率 2％以下とされたのです。 

名古屋市は、名城公園のまわりを見ればわかるように、平屋建ての木造官舎が高層化され、これからも

建物は空に向かって伸びていくでしょう。先人が、練兵場を「都市公園」として残してくれた事は、日

比谷公園、鶴舞公園と共に、未来になればなるほど価値が高まりましょう。河村市長と大村知事のいが

み合いの犠牲に名城公園をしてはいけないのです。NY のユニオンスクエア程の公園が、県の新・アリ

NY ユニオンスクエア 1832 年  3.5ha 

この規模の公園は英語ではパークでなく、スクエア。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%83%E5%86%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/1893%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1909%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
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ーナの為にあっさり消えるのです。 

● 「都市公園の量は、一人 10 ㎡の目標を達した。 

これからは質の維持だ。」と国は言っていますが、名古屋市の都市公園は、一人 10 ㎡の目標を達

しているのでしょうか。  

久屋大通り公園は、この第二条二項の但し書きによる「政令」によって、都市公園の公園施設の建

蔽率は、10％まで OK！として進められたのですが、これは「政令」なのです。 

「外国人労働者の受け入れ」でも、国は急ぎ、安倍内閣の力で法を通し、内容の肝心なところは

「政令」としていて、国会で追及されると、役人のデータのいい加減さが幾つも露呈しました。 

 

この「都市公園法改訂」は、重要文化財保護法の改定と同じで部分的な改訂であり、国会での充分

な論議を経ていません。私は都市公園 1 人 10 ㎡の目標の実現を疑っています。都市による差もある

はずなので、都市ごとにチェックが要りま

す。 

 

最初に私が掲げた名古屋の都市計画図では、

市街化区域の「緑地」も「都市公園」と共に

示しています。「都市緑地」には税金対策の

梅林も含みます。 

千種区の墓地、守山区、名東区、緑区の「緑

地」、西区、港区の庄内川、日光川、戸田川

の「河川敷」は、先ほどから私が例示してき

た「都市公園」とは違います。「緑地」は遠

足でワザワザ出かける都市公園です。日々の

日常生活に潤いを与え、いざとなれば防災拠

点となる４ha 程の地区公園の整備こそ「都

市公園」整備の要です。 

 

●名古屋市のホームページ（暮らしの情報）

から、名古屋市が「主な都市公園」言う 30

か所の公園を取り出し、おおよその面積を出

して合計しました。 

私の判断で集計すると、都市域の公園面積

は、1 ㎡/人であり、名古屋市が HP で示して

いる私が「緑地」だと判断したのも含めても

「主な公園 30 か所」全部でも 2.6 ㎡/人しか

ありません。 

 

この名古屋市 HP 暮らしの情報「主な都市公
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園」では、東山動植物総合公園 60ha、緑ケ丘墓地公園 60ha、小さな近隣公園は含めていません。 

 

●名古屋市の全ての都市公園面積は 5.7 ㎡/人となります。国が目標とする 10 ㎡/人の約半分です。 

別の名古屋市都市計画のデータ（平成 24 年度）をさがしました。名古屋市の都市公園は 767 か所、 

都市公園面積合計は 1372ha とあるので、239 万人の人口で割ると 5.7/㎡となります。感覚的に昔より

言われてきた「名古屋は白い街。公園がない、緑がない。車の町だ。」はデータで証明されました。  

 

公園を 30 か所このように並べると、名古屋市がどのように地域公園、総合公園、運動公園を作って来

たかわかります。都心に新たな公園を作るには、神宮東公園のような、都心に残っていた大きな工場の

跡地しかなく、名古屋市の大きな都市公園は東の山と西の河川敷に偏っています。 

 

都市の中に１ha 以上の「都市公園」を作るのは大変です。この表にはないですが、川名公園２ha を、

都市計画決定をして、住んでいる方に出ていただき、作り上げるのに実に 50 年かかっています。立ち

退きはそれほど大変なのです。 

今のままでは、県の新・アリーナの為に、都市公園 4.6ha を名古屋市民は失います。名古屋市緑政土木

局がその面積を回復するのに 100 年ですみましょうか。政治家である大村知事は、100 年先まで彼の金

字塔である新・アリーナと共に名を残すので満足なのでしょう。一方、愛知県民でもある名古屋市民

は、河村市長にいいようにあしらわれた県知事として、これから 100 年、大村知事の名を記憶に残すこ

とになりましょう。「壊すな！名城公園」 

第三項 都市公園法改正 （Park-PFI）２０１６年７月 

久屋大通公園北エリアは、この制度を使い来年 2020 年 6 月竣工に向けて工事中です。名古屋市は 2017

年 10 月に公募し、2018 年 1 月 22 日に三菱地所グループと三井不動産グループ（大成建設、日建設

計、岩間造園）の応募があり、2 月 13 日に有識者によって三井不動案グループに決まりました。 

愛知県はこの 6 月 11 日に、県の新・アリーナでも、この久屋大通公園方式：公募設置管理制度（Park-

PFI）を使かうか？と、今後のスケジュール表、収支予測（年間収入 10 億円、支出 7 億 5 千万円）を

発表したので、久屋大通公園を例にして、都市公園法改正（Park-PFI）２０１６年７月を説明します。 

PFI は、30 年という長期の事業（Park-PFI は 20 年）と、設計、建設を、行政が一括で民間委託する

方法です。役人が設計事務所と共に住民ニーズを組み上げる手間がなく、事業そのものが長期に行政か
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ら離され、しかも儲かる（イタリア村のように失敗もあり）というので、全国で流行っています。 

しかし、事業に素人の役人がコンペ要綱を作成し、もっと素人の議員がチェックするだけですので、い

ざ、業者が決まり、施設の内容を住民の知るところとなってから、住民から「住民サービスになってい

ない。」との問題がしばしば起きています。近くでは、小牧市図書館の蔦屋が記憶に新しいです。  

 

●なぜ、名古屋市民は、久屋大通公園への商業施設の設置に反対しないのか？  

三井不動産の案を、名古屋市はパンフレットにして市民に配りました。以下はその部分です。

 

河村市長が公約として「賑わいだ。」と言っているのは私も知っていますが、「都市公園」に賑わいがい

るとは思えません。改正なった都市公園法の政令には「都心にある都市公園を賑わす施設」などとはあ

りません。「公園利用者に利便をはかる飲食、売店など」です。 

「両側町」と書いてありますが、京都の三条通りのような「両側町」にはなりえません。①公園の東西

にあったカフェ、レストランは撤退しています。業務地域としての価値を栄は名駅に奪われてしまい、

日常の人通りが減ったからです。代わりに超高層マンションがたっており、さらに栄では住居系が増え

ましょう②久屋大通公園の地盤は、地下街、地下駐車場によって両側より高く、歩く人の目線が会いま

せん。③なにより、両側の真ん中の道路は 3 車線であり、車の往来が激しく、歩行者が自由に両側を行

き来することはできないのです。 

河村市長は、「元・テレビ塔を残す」と決めました。「戦後復興のシンボル」として、登録有形文化財と

なっています。その展望台としての稼ぎを確実にし、用済みになった元・テレビ塔残すための、テレビ

塔周囲の商業施設の設置であるのでしょう。そして、それには名古屋市民も反対していないのだと思い

ます。しかし、元・テレビ塔にホテルを作るとなると、「公園利用者に利便をはかる施設」と言えまし

ょうか。大変疑問です。都心のホテルはいつでもラブホテルとなりうるので、公園には似合いません。 
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元・テレビ塔エリアを「都市公園」から外せば、自由にデザインできるのですが、行いません。久屋大

通公園を南北 1.3ｋｍに渡って、栄の「賑わい」の中心軸としよ

うとしています。既に、久屋大通公園の南半分の広場での「賑

わい」をもたらす日々のイベント会場は、市は民間会社に委託

しています。 

 

大津通りを中心に、栄から大須にかけては名駅にない買い回り

商店街となっており、「都市公園」の性格をイベントによって近

づけようとしているのでしょうが、広島の「市民が行うイベン

トでのまちづくり、賑わいづくり」事例から見て、イベントを

プロ化すればするほど名古屋市民は離れていくし、毎日 135 万

人が乗降する名駅の「賑わい」に対して、広小路沿いの市バス

ターミナルをやめるようでは、チグハグの政策です。業務施設

が栄に戻る政策を行わないと、栄の復活はないのではないでし

ょうか。  

住居系が増えている栄地区で、これからの栄のまちづくりをど

うするのかの展望がなく、落ち込む栄に、過去の栄の繁栄＝繊

維街の興隆を重ねて夢を見、税金を投入して、はたして「暮らしやすい町」に名古屋はなるのでしょう

か。私は老人ですので、栄でのイベントはうるさいだけです。 

 

これらを名城公園に映してみましょう。名古屋城には、名古屋人は訪れなく、中国人などの外国人ばか

りです。「賑わい。」だと河村市長は官庁街も期待して「金シャチ横丁」を作りましたが、はたして上手

く回っているのでしょうか。名城公園の道路の東側には官舎が並んでいましたが、二つ目の大学が来ま

す。その奥の東、公園の北、西は住居系です。名城公園は、50 年かけて練兵場の土くれを緑に変えまし

た。その公園を潰しての県の新・アリーナです。建物用途は「興行場」だと第一項で述べましたが、カ

タカナでいうとイベントホールです。席数は 15000 席です。周りの環境にあっているとは思えません。 

 

タウンミーテイングでは、北区の住人に対して、役人が「プール、野球、ランニング、植栽が無くな

る。」と公園施設で消滅するものを掲げ、「地区公園の利用者に言いおいた。」という証拠づくりにしか

見えませんでした。名城公園８０ha は北区住民だけのものではないし、名古屋市としての都市の姿の

展望がないといけないと思いますが、久屋大通公園と同じく「県と市で決めた事」だけなのでした。 

 

河村市長の肝いりの「天守木造化事業」は、「議会の承認を得た。決まった事」のまま、もう 4 年経て

います。その河村市長が「県体育館は城から出ていけ」と言い、大村知事が「なら、名城公園を敷地に

寄こせ」というのでは、そこには都市政策も、名古屋市民の意見集約もなにもありません。県の「基本

構想」の発表は 6 月でしたので、これから議会で議論されるのを期待して書いていきます。  

●公募設置管理制度（Park-PFI）とは、 

昭和 29 年 1954 年テレビ塔完成 足元の

住宅は区画整理事業で立退き、公園に。 
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国土交通省 都市局 公園緑地・景観課で「都市公園法改正のポイント」を出していますので、それで

説明します。 

思い切り短く言うと、 

社会情勢は、人口減少、老齢化

社会、縮む日本。 

公園緑地に税金を使えない状況

になっていく。 

もう、10 ㎡/人の目標を達し

た。これからは量より質だ。 

これからも、維持費に金がかか

る。ついては、民間に公園を預

け、稼いでもらって、その稼ぎ

を公園整備に使う。  

 

その為に、都市公園法で２％の

縛りがあった建蔽率に、Park-

PFI に限って、さらに１０％の

建蔽率の上乗せをしてもよい。結果、建蔽率は最大１２％となる。  

 

言い換えると、公園の建蔽率を

増やし利用者の便を図る儲かる

公園施設を建てる為には、行政

は公園管理者を公募し、応募者

が施設設置して、その利益を公

園の整備に還元しなくてはなら

ないのです。 

 

問題の① 公募の為の条例の手

続が要ります。県だけでしょ

か、市もいるのでしょうか？ 

問題の② 都市公園であり続け

なければ建蔽率が増えないの

で、「公園利用者の便を図る施設」でないといけませんが、私は県の新・アリーナは「都市公園」とは

可分であり、新アリーナ＝イベントホールは「都市公園」に不適だとも書いてきました。 

問題の③ 久屋大通公園は、名古屋市の公園であり名古屋市が公募したのですが、名城公園は市の都市

公園のままで、愛知県が公募をし、その還元金は市が受け取るという事は大変難しいでしょう。河村市

長と大村知事の間で折り合いがつきましょうか。公園の境界を新たに作って公園の敷地を県に渡すか、

いっそ 4.6ha の土地を都市公園から外し、近隣商業地域にしないといけないか、と A・B・.C 案の表中
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に書いた理由がここにあります。 

  

名古屋市は、国の目標値 10 ㎡/人を越えたから、この政令に従って公募設置管理制度（Park-PFI）を利

用すると言えるのでしょうか。 

名古屋市暮らしの情報を見ると、名古屋市域であれば、墓地、雑木林、河川敷きの公園に含めての 5.6

㎡/人であり、違う法である都市緑地法で定めた「緑地（農地を含む）」を含めて 2798ha となり、11 ㎡/

人とようやく 10 ㎡/人を越えます。 

しかし、この法は都市公園法なのです。名古屋は、公園を増やさなくてはならないのです。どうして貴

重な都市公園である名城公園を潰せましょうか。人が足を踏み入れることができない「緑地」は「公

園」とは実感出来ないので、国が説明に使ったデータも怪しいと思っています。 

 

名古屋市内にある県の公園として、守山区に小幡緑地 72ha もあり、それも名古屋市は足しているの

か、どうにも名古屋市の集計はよくわかりませんが、私が感覚的に東京より公園が少ないと感じるの

は、前項で集計したように、名古屋市が自ら「主な」という市域の公園・緑地面積が 2.6 ㎡/人という事

と、20ha 規模は、名城公園、鶴舞公園、瑞穂運動公園、天白公園しかないという事だと思います。 

  

●政令で例示されている、公募される公園施設とは 

 

飲食店、売店はともかく、※印が、良くわからないので、例示されている条文を下に入れます。 

都市公園法二条の２項 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市

公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 

一 園路及び広場 



26 

 

二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 

三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 

四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 

五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 

六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 

七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 

八 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 

九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの 

※印の、展望台、集会室がなく、ここの条文は、昭和 31年の都市公園法の制定時のままであり、今

回、国が「公募公園施設」と言うのは、政令で定めるとありますので、  

都市公園法施行令 第五条から抜粋です。  

２ 法第二条第二項第三号の政令で定める休養施設は、次に掲げるものとする。 

一 休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの 

二 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地

方公共団体が条例で定める休養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める休養施

設 

４ 法第二条第二項第五号の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。 

一 野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボー

ル場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、ス

キー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類する

もの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作

物 

二 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地

方公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める運動施

設 

５ 法第二条第二項第六号の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。 

一 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施

設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑その他こ

れらに類するもの 

二 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの 

三 前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該

地方公共団体が条例で定める教養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める教養

施設 

６ 法第二条第二項第七号の政令で定める便益施設は、飲食店（風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係るものを

除く。）売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗

場その他これらに類するものとする。 

８ 法第二条第二項第九号の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対
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策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。 

 

都市公園には、瑞穂運動場のような運動公園もあり、当該の自治体である名古屋市が県のスポーツアリ

ーナを体育施設と言いきれば法的に良いのでしょうか。いいえ、観客席を 15,000 席とし、武道館のよ

うなコンサートを行い、かつ儲けるとなる「興行場」を体育施設とは言えません。屋根がなければ、野

外劇場、野外音楽堂とありますので、規模が大きくても問題ないのかもしれません。ですので「県の

新・アリーナは、国土交通省への確認が必要だ。」と、表に書き入れました。 

 

● 保育園他の通所の福祉施設も都市公園に作ってよい 

保育園が足りないということで、「特区」と称して公園に保育所を作ってよいと個別に指定していたの

ですが、それを一般化しました。  

● 久屋大通公園・北エリアでは反対の署名運動がされました

が、時すでに遅しでした。  

「欅が切られる。悲しい。その代りに商業施設なんていらな

い。」「この公園で子供を育てた。この辺りの町内会は皆、反対

だ。」「この欅公園があるから、このマンションに引っ越してきた

のに。」などなどで、2017 年 5 月に 1560 名の署名を集めて、名

古屋市に提出されていたのでした。 

  

私は、2017 年 10 月に、建築ジャーナルの 10 月号を読み、あぜ

んとしたのですが、10 月 20 日に欅を見下ろすマンションの住民

に、名古屋市の住宅都市局都心まちづくり課から説明会があるか

ら出てよと言われ、出たのでした。 
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10 人の住民に対して、役人 3 人が来られ、9 月作成の「久屋大通りのありかた」A4 版 39 枚の説明を聞

きました。「5 月に久屋大通再生シンポジウムを行い、会場の大多数の賛成を得た。議会では、事業者、

設計者、施工者のグループによる PFI 方式の公募に関わる予算を認めてもらった。決まった事。シンポ

ジウムのお知らせは町内会長に出していた。」に、住民は大反発でした。「お知らせなら、公園に看板を

建てろよ。」なのでした。昔ながらの町内会は、名古屋市が定めた「超高層マンション誘導地域」の住

民には機能をしていません。 

 

欅は間違って密植されたので生育が悪いとして、既に何本か切られていたのですが、どのような姿に公

園がなるのかは、役人「事業者の提案によるのでわからない。欅は切って良いとし、飲食、公園サービ

ス施設は、敷地の建蔽率 10％以下とする。1 階建てか 2 階建てかもわからないが、2 階建て以下として

いる。これらが名古屋市からの公園の形への条件。案が決まったら、業者から説明をしてもらう。」で

した。  

あと、公園両側の車線は 3 車線から 1 車線にする。と、久屋大通公園を横切る京町通りと魚棚通りとを

閉鎖すると言うのも説明をこの時に受けたのですが、道路の方は「誰が決めたんだ！」と、5 月 20 日

～6 月 11 日期限に抗議が殺到して、コンペ要綱には盛り込まれませんでした。 

 

2018 年 1 月に案と同時に三井不動産グループに決まったのですが、住民への説明会は 2019 年 1 月の着

工前に工事説明が行われただけで、名古屋市と 20 年の契約を結んだ三井不動産には、案について住民

要望を聞くスタンスはありません。当然です。名古屋市が議会に諮って決めた事ですので、今の河村市

政ではこうなります。「天守木造化事業は、議会承認を得て決まった事。」と、同じです。 

 

既に欅は入れ替えており、工事は来年 3 月には終わってしまう予定ですが、住民は 確認申請の公開請

求をして図面を手に入れましたが、説明会では色塗りのゾーニング図でしかなかったのが、詳細が分か

ると言うだけの事です。マンション反対運動での、日影とか駐車場の問題はここにはないのでこのまま

なのでしょう。民間事業でなく名古屋市の事業「都市公園」ですのでヒドイ市政だと思いました。 

 

先日も、NHK が放送で「こんなに素晴らしいのができるのね。期待ですね。」と、名古屋市広報機関を

NHK がしていましたが、案が

良いかどうかではなく、お上

から下げ渡された公園の案で

は、住民から反発があるのは

当然です。そのお上の住民説

明は「案はわからない。有識

者が決める。」では、もうあき

れるしかありません。  

  

行政が、設計事務所に依頼

し、ワークショップを開き住
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民の要望を吸い上げる手法もあるのですが、名古屋市役人の長年の懸案事項を河村市長の剛腕で強引に

進めたのでしょう。 

住民は、「欅を切るな。」とは言えても、「公園をこうして欲しい。」と、住民の意見をまとめることはで

きません。ここが、何時も行政が強く、住民の意見が無視されるところです。 

専門家が密室で決めてしまってよい事なのでしょうか.。今さら遅いとはわかっていましたが、生活環境

コンサルタントとして、「欅の大木は関東であり、名古屋では生育が難しい。名城公園のように、欅は

細いままで良いとか、欅を間引きするとか、案は幾つもあったはずですが、その説明を名古屋市が行わ

なかったことはいけない事です。」と一枚描き、住民に渡しました。 

  

●私が怒ったのは、名古屋の都心を「賑わいでつなぐ」という説明です。 

今の大学の都市計画とはこんな程度の教育なのかと、心底、心配になりましたが、今年の都市計画のパ

ンフレットも同じでした。 

毎日 135 万人の乗降客で賑わう名駅は業務施設を集め、もはや新都心になりました。リニアも来ます。

名古屋城は年間 200 万人の観光＝賑わいの拠点と言う目でしか見ておらず、市民の為の総合公園、史跡

を元に市民が名古屋文化に誇り持つことが出来る博物館・学芸員の整備の視点はないです。そして、栄

は久屋大通公園が栄の賑わいの中心だと言うの

です。人の寄り付くスケール感・規模の違いを

語らず、その集まる人の質も違うのですが、絵

の上で太い線で 3 か所を繋げるだけで、どうし

て人は回遊するのか、全くわかりません。歩い

て周遊できる距離では無いです。  

 

2017 年 9 月の「久屋大通のあり方」パンフ     2019 年 2 月の「都心部まちづくりビジョン」のパンフ 
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名古屋そのもの成り立ちは「ものづくり」のサービス基地であり、名古屋 GDP13 兆円のうち、観光事

業はいくらもないのです。「暮らしやすい町づくり」の視点があれば、それぞれの拠点の個性を、業

務、商業、住居、文化と分析したデータがあるべきですし、あるに違いないのですが、河村市長が喜ぶ

ヨタ話しか市民に説明されません。 

 

● 名城公園への県の新・アリーナ建設費 300 億円は、県の税金です

が、名古屋市民も払っています。 

4 年前の知事選で、大村知事は「名古屋駅に、高速道路を突っこむ。」

と、名駅周囲の渋滞を心配する名古屋市民を無視した公約を掲げまし

た。そんな、三井不動産・名鉄頼みの公約など出来はしません。大村

知事はこの 4 年前の公約の顛末をこの 2019 年春の知事選では何も語

りませんでした。 

 

しかし、私は覚えています。大村知事の公約に乗り、河村市長は「これは面白い。鉄道駅に高層道路を

突っこんだオランダのアムステルダム駅を、イタリアの食の展覧会にナゴヤメシを売り込みがてら見に

行こう。」で議員団、報道関係者、役人を引き連れてアムステルダムに行きました。その結果は、黒田

住宅都市局長が同行した NHK の記者に「私は、民間の調整をせいぜいします。」と発言してテレビで

流して終わりでした。これで大村知事の公約は消えました。 

 

都市史を学んだものなら、400 年前の名古屋城下町建設と同じころ、オランダは領主国のスペインを相

手に戦争を起こし、アムステルダムを城壁と運河で囲み、カトリック教徒のスペインに対抗し、現世利

益を優先するプロテスタントとして、都市民の自立心を、まさに同じ 16 世紀の京都の法華宗を信じる

町衆のように抱いて、血を流したのを知っています。 

 

肖像作家のレンブラントはアムステルダムの町衆の誇り高い姿を今に残しています。王侯貴族ではない

のです。その後、オランダは王を迎えますが、都市形成のイニシアチブは王でなく、今もアムステルダ

ム市民が握っています。映画「みんなのアムステルダム美術館：2014 年製作」をみればわかります。

是非、日本の都市市民は見るべきです。今の京都の祇園祭だけでは町衆の戦う姿はみえません。 

 

アムステルダム鉄道駅に突っ込む高層道路は近郊へのバスしか使えな

く、タクシーも使えません。自家用車は駅手前の駐車場に置き、トラ

ムで駅に行くのです。駅前には自転車の立体駐輪場があるばかりで

す。黒田住宅都市局長は国土交通省からの天下りでしたが、高速道路

の課長であり、都市史を知らなく、河村市長に事前にアムステルダム

の実際を知らせることができないのでした。名古屋市民は河村市長に

高い授業料を払ったものです。 

 

直観の鋭い河村市長は現地で実感して、もう名駅
大学の後輩が役人となっているので、こうだろうが。と、

書いたのですが、笑うばかりでした。全てが市長です。 

 



31 

 

に高層道路を突っ込むとは言わず、名古屋の運河を生かそうと言い出しました。大村知事は県の役人に

「裸の王様」とされていたのでした。この騒動の元凶は大村知事です。今回の県の新・アリーナの元凶

は河村市長です。どちらもどちらですが、この二人がタッグを組んで、名古屋市民の名城公園を潰そう

としています。 

 

大村知事は名古屋市長に「裸の王様」の称号を与えましたが、今回の県の新・アリーナでは、大村知事

の方が河村市長の徴発に乗ってしまい「裸の王様」になっていま

す。 

私たちは沿道の子供となって叫ぶ必要があります。「王様は裸

だ！」「壊すな！名城公園」  

 

●壊される久屋大通公園 

なぜ、名古屋市民は「もったいない」と言わないのでしょうか。吝

嗇（ケチ）は、徳川宗春の放漫経営のあと、積み上げたきた名古屋

市民を形容する名誉ある言葉です。「カイゼン」して、より良いも

のを作り出す「ものづくり」の原点は、この名古屋の伝統風土にあ

りました。 

 

名古屋市から「こんないいものができる。」とだけ示され、50 年か

けて作ってきたものが一瞬で壊される今回の事に、市民はなんの反

応も示しません。 

「栄の中心は、青年像だ。噴水だ。」「栄川にアユを流そう」「ロサ

ンゼルスと姉妹都市になったから、ロサンゼルス広場を作ろう」

「彫刻を置こう」「松坂屋に駐車場がいる。上はイベント広場だ。」

などなど、時の市長が作ってきたのですが、皆さん忘れてしまった

のでしょうか。 

 

違います。「欅を切るな！」で気づいたのですが、名古屋市の緑政

土木局は公園のメンテをせず、荒れるままだったので、キタナイ、

寄り付きたくない公園としてしまったのです。そういう目でみると、名古屋城も他の公園も荒れていま

す。緑政土木局の予算がないのでしょう。 

 

木造家屋はメンテしないと、風雨にやられ、ボロ屋から直ぐに廃屋となります。ロンドンでは、ビクト

リア時代のマンションを改装して億ションとして売られているのですが、日本の庶民の木造家屋は、地

震に壊れ、火事で燃えてしまうので 30 年と住み続けることがなく、親が死んだら、子は白木のま新し

い家を建て替える事を 400 年続けてきたのでした。伊勢神宮の 20 年ごとの遷宮をみるに、宗教の域ま

で染みついている感覚なのでしょう。 

 

久屋大通公園エリアの名称 

北部 

いこいの広場（昭和 53 年設置） 

リバーパーク（昭和 46 年設置） 

南京広場（昭和 55 年設置） 

ロサンゼルス広場（昭和 53 年設置） 

シドニー広場（平成 2 年設置） 

 

テレビ塔周辺 

もちの木広場（昭和 53 年設置） 

彫刻の庭（昭和 53 年設置） 

さかえ川（昭和 53 年設置） 

 

南部 

希望の泉（昭和 44 年設置） 

エンゼル広場（昭和 47 年設置） 

久屋広場（昭和 43 年設置） 

光の広場（平成元年設置） 

 

それそれ、お金と時間をかけて作ったも

のです。市民に壊すことの了解を得るこ

とを河村市政はしません。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
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しかし、今はコンクリート造の建物であり、ロンドンのように、マンションを都市のインフラとして位

置づけないといけません。気持ちよくスカッと建て替えようでは、縮みいくこ

れからの日本は成り行きません。高度成長期で育った私たちは「ゴミは夢の島

の埋め立てに」でしたが、名古屋も大阪も埋め立て地に工場が来なく、レゴラ

ンドだ、カジノだと、困っています。 

 

前の市長選で、中日新聞主催の河村候補と岩城候補の討論があったのですが、

司会がエールの交換を求め、岩城候補は「河村さんは旧来の悪弊をぶち壊した。彼にしかできない

事。」「しかし、作る事ができない。」と、評価していま

した。ゴミは、夢の島行きでなく、リディユース（使う

量を減らす）、リユース（再利用）リサイクル（使いま

わし）としないといけなくなり、廃品回収業が見なおさ

れ、時代のスポットが当たるようになりました。「壊す

な！天守」「壊すな！名城公園」 

 

第四項 事例（東京、大阪）と名古屋との比較 

●代々木公園サッカー場 

新国立競技場は、オリンピックが終わったら、サッカー

専用場に改修して J リーグのチームに運営権を売却する

と、2017 年 11 月に決めたのですが、まだ来年の秋まで

流動的のようです。6 万人ものスタジアムでは、大きす

ぎて儲けることができないと J リーグのチームは躊躇し

ており、2019 年 7 月には、東京五輪終了後も陸上トラッ

クを存続させる方向で日本スポーツ振興センター

（JSC）が調整に入ったと報道されました。 

 

2019 年 6 月に渋谷区長らは、都立公園の代々木サッカー

場を 3 万人収容のスタジアムにして、Ｊリーグの本拠地

にしたいと言いました。あの川淵三郎さんは「代々木新

スタはヴェルディがふさわしい。」と言っています。名古

屋では全く報道されていませんが、新国立競技場のオリ

ンピック以後の使い方と、にらみ合いの状態です。来年

のオリンピック前に都知事選があるので、政治家である

長谷部健渋谷区長が構想をぶつけたのでしょう。 

 

この場所への、Ｊリーグのスタジアム構想は、20 年前か

ら浮かんでは消え、消えては浮かんでいます。ワールド

カップの為に 6 万人規模のスタジアムを幾つも作ったの

代々木公園サッカー場（ＮＨＫの北）構想 

昭和 39 年（1964 年） の 代々木 

名城公園は練兵場の跡地。万歳と見送る家族。 
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ですが、客は埋まりません。豊田の競技場も、名古屋から遠く、名古屋グランパスもホームスタジアム

にはできません。 

今度の 6 万 5 千席の新国立競技場も「負の遺産になるぞ」との話があり、東京都としては、折角の都立

公園をプロに渡すのは拙い、というのが昔からありました。「都市公園」は、「見るスポーツ」でなく、

都民が「するスポーツ」の為にあるべきだとの判断です。 

 

米軍の宿舎からオリンピックの宿舎となり、代々木公園として整備されたのでした。今や、東京都民

1000 万人の貴重な都心の公園であり。潰してしまったらもうあがないようがないという危機感を東京

都は持っています。 

愛知県と名古屋市の「儲かる、見るスポーツの為に名城公園を潰す。」への、東京に住む私の友人の反

応は「よくも平気でそんなことを言えるものだ。都市の未来をみていない。」です。 

 

●スポーツは政治、利権のかたまり。スポーツ会場となる公園もそうです。 

代々木には、岸記念館がありました。嘉納治

五郎が 1927 年に起こし、戦後「日本体育協

会」とし名を変え、政治家が、政治と共に日

本のスポーツ界を牛耳ってきた大本山です

が、跡地は「都市公園」 

の更地として、場所を新宿に替えました。

2018 年に公益財団法人日本スポーツ協会

（Japan Sport Association）と名を変えまし

た。 

スポーツ施設に公金が投入され、スポーツ団

体が助成金を受けている以上、政治とは切っ

ても切れない関係であり、義務教育の体育も政

治が持っているスポーツ関連の大きな利権であることは十分に承知している私です。日本スポーツ協会

の規約の中からアマチュアを消して久しいですが、今でもスポーツのアマチュアとプロの境界は厳然と

あります。 

 

儲ける企業体であるプロスポーツの施設が、行政によって税金で作られるのは普通であり、入場料を取

って、プロスポーツ団体が儲け、施設を作った行政が使用料を得るのも普通の事なのですが、その運営

改正で公園内の運動施設をプロが使える事を明示しました。 

〇大阪市の長居運動公園 65.7ha 

競馬場、競輪場のあとを、大阪市が運動公園として整備 1993 年。

48000 席の陸上競技場を「ヤンマースタジアム」とし、Ｊリー

グのセレッソのホームスタジアムとして運営したが、2021 年に

は、隣接するサッカー専用スタジアム 25000 席にホームを移す。

やはり、箱が大きすぎるのは見るに盛り上がりにかけるのか。 
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を、行政がプロスポーツ団体に丸投げするとなると、年間 2500 万円の命名権などとはわけが違い、Ｊ

リーグでもキツイようです。 

 

県の新・アリーナの建設費 300 億円を県が持つことなく、大村知事の「公募設置管理制度（Park-

PFI）で行いたい。」で、三菱電機が母体の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが、設置管理者として公募

に応じるのでしょうか。しませんね。なら、15000 席の新・アリーナの収入として年 10 億円の予想を

県は建てていますが、建設費を県が何らかの方法で負担するのでしょうか。都市公園法のインセンテイ

ブ建蔽率１０％を得るには、イニシャルの公園施設整備費 300 億円は高すぎるので、この制度では難し

いでしょう。すると建蔽率１０％を得れませんので都市公園の指定

を外すしかないのです。   

 

久屋大通公園では、名古屋市は 2012 年から国と公募設置管理制度

（Park-PFI）を前提に協議を行っており、コンペの前には、設計試

案を前にして公募に応じてくれるかを対象企業に打診しています。

公募をかけて、イニシャルの公園施設整備に金がかかり過ぎ、20 年

の事業継続だけでは儲からないとなり、どこも応じてこないのではコンペになりません。名古屋市は 60

億円を用意しました。 

 

●大阪城ホール 

敷地の大阪城公園は都市計画公園であり、106.9ha と名城公園 80ha より大

きいです。 

堀の水面も都市公園の指定を受けています。特別史跡として、文化庁の監視下にあるのはそのうち

70ha 程であり、大阪城ホールの敷地は特別史跡ではありません。 

まさに、愛知県の新・アリーナ建設予定地が、特別史跡ではなく、都市公園であるのと同じ内容の敷地

です。第二種住居地域であるのも名城公園と同じです。 

左上方の河川敷が大阪威ホールの敷地です。特別史跡指定の赤い線が公園の中をよぎるという、なんともの大阪市でした。 
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ここまでですと、「なんだ、県の新・アリーナは大阪城ホールのマネで

できるのではないか。」ですが、上の写真の左上の河川脇・砲兵工廠旧

本館跡にホールを作ったのでした。1996 年にはラクビー場を壊して

25 億円で大正時代に埋められた外堀を復元しています。 

大阪城ホールは、大阪市の都市公園整備の一環としてあり、今ある名

古屋市民の名城公園を潰して愛知県が新・アリーナを作るのとは違い

ます。 

 

2011 年 4 月から大阪市が過半数を出資する第三セクター企業である株式会社大阪城ホールが事業を行

っています。 

1983 年 10 月 1 日、大阪築城 400 年まつり（大阪城博覧会）開催に合わせての強引なオープンでした。

作るに、砲兵工廠旧本館（1873 年竣工）を壊すな！の保存運動があり、大阪市が文化庁の調査指示を

無視し 1981 年 5 月 2 日未明に取り壊しを強行した事は、当時、日本中の話題になったのでした。 

 

第五項 文化財保護法と名古屋市名古屋城跡保存活用計画 

別紙の C 案として、「現在の県体育館のところに、県の新・アリーナを建て替える案。」を書きました

が、その左欄に、文化財保護法の問題が生じるとしています。その解説の為の項です。 

 

そもそも、河村市長の「木造天守完成のあと、江戸村を作りたいから、県体育館は名古屋城・二の丸か

らでていけ。２０１６年３月」があり、市がもくろんだ公務員宿舎跡地には大学が移転すると決まり、

大村知事は「なら、名古屋城公園・北園を新・アリーナの為に県に寄こせ。２０１７年６月」と答え

て、河村市長は「OK！野球場をあげるよ。２０１７年１０月。」「さぁ、江戸村を、名古屋城跡保存活

用計画に入れよう。２０１８年３月提出」なのでした。 

そして、文化庁は名古屋城跡保存活用計画を認めず、もはや、天守木造化事業は座礁しているのに、大

村知事は「新・アリーナ 15000 席をアジア大会 2026 年 9 月までに作る。名古屋市は、名城公園の

4.6ha を県に譲れ。２０１９年 6 月」とあり、8 月 4 日の名古屋市から北区住民への無くなる公園施設

の説明会（タウンミーテイング）となったのでした。  

 

天守木造化事業とリンクしてるので、名古屋市の考えた名古屋城跡保存活用計画の内容から始めます。 

・構造 - RC 造、地下 1 階 地上 3 階 

・建築面積 - 14,539m2、延床面積：31,064m2 愛知県の新・アリーナの 7 掛けと小さい。 

・敷地面積 - 36,351m2 

・竣工 -1983 年  総工費 -106 億円  設計：日建設計  施工：大成建設・松村組共同企業 

・施設 アリーナ - 面積 3,500m2（83m×48m、天井高さ 21m） 

・客席の最大 プロレスで 16000 席、アリーナ席 4500 席、固定席 9000 席、立見席 2500 席  

コンサートだと 10000 席であり、愛知県の新・アリーナの 7 掛けと小さい。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%A0%B2%E5%85%B5%E5%B7%A5%E5%BB%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/2011%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E8%B3%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/1983%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%AF%89%E5%9F%8E400%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/1873%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/1981%E5%B9%B4
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●名古屋城跡保存活用計画 

名古屋市と竹中工務店が 2017 年 5 月に契約を行い、まっさきにおこなったのは石垣の調査だったので

した。 

文化庁からは「石垣保全の為の調査は認める。2017 年 9 月」が、「平成 18 年（2006 年）特別史跡名古

屋城跡全体整備計画、及び、平成 24 年（2012 年）増補版」では、本丸御殿の木造復元と同時に「天守

は耐震改修を行い、博物館機能の刷新をする。」であったが、どうして変えるのかを示せ。とあり、名

古屋市は 2017 年 12 月から 2018 年 3 月

まで、文化庁復元検討委員会と協議を行

い、名古屋城跡保存活用計画をまとめて

3 月末に文化庁に提出しました。 

上に私は＜文化庁は名古屋城跡保存活用

計画を認めず＞と書きましたが、名古屋

城跡保存活用計画は、名古屋市が主体的

に「計画方針」作成するものであり、法

的に文化庁が許認可を与えるものではないです。 

2018 年 7 月に、名古屋市は「計画方針」に基づいた「天守木造化案」でもって、文化庁の許認可が法

的に必要な「名古屋城の現状変更申請」を出そうとしたのですが、文化庁は「天守木造化案」を受け付

けませんでした。名古屋市が文化庁のとの協議の中で、文化庁の意向の「計画方針」を取り入れて名古

屋城址保存活用計画はまとめる慣習に、名古屋市は従わなかったのです。 

 

文化庁復元検討委員会は「現天守は、戦後復興のシンボルとして、登録有形文化財の価値がある。木造

天守にするには、現天守を壊さないといけない。名古屋市民に現天守を壊す事の了解を得ているか。」

と、2017 年 12 月に名古屋市に返しています。 

 

しかし、2018 年 3 月に文化庁に提出した名古屋城跡保存活用

計画では、名古屋市は文化庁の意見に従い「現天守の価値 耐

震改修をして残す。」をとうとうと並べてはいますが、「市民ア

ンケートにあるように、市民の 6 割が木造天守を望んでい

る。」とし、「木造天守実現にはいくつかの問題があるが、解決

できる。耐震改修より、本物を感じられる木造復元に優位性が

ある。現天守の記録・記憶は残す。さらに、今後も史跡の本質

的価値を高めるために、史跡の上の木造レプリカの復元をどん

どん進める。」とまとめました。 

 

2018 年２月に名古屋市からパブコメ募集があったので、私たち

は勉強会を開き「木造天守に反対。現天守の耐震改修をせ

よ。」と投稿しました。170 余のパブコメが集まり、ほとんどが
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木造天守に反対でしたが、その内容は 2 ケ月で名古屋市のホームページから消されました。 

 

私は文化庁に名古屋の状況を手紙にしました。 

アンケートとは、「今、耐震改修をしても耐用年数から 40 年後には壊さないといけない。こんな素晴ら

しい提案が竹中工務店からされた。さあ、どうしますか」であり、アンケートの結果は「いずれ木造天

守が良いが、急がない。」が木造天守賛成の 6 割の内の 4 割を占めていたのです。「耐用年数とは税法上

の事であり、建築の寿命は名古屋市市庁舎が重要

文化財となって永久保蔵が大前提とされるよう

に、延ばすことができますが、名古屋市は市民に

選択できるような耐震改修案を示していません。」

です。 

 

名古屋城跡保存活用計画の中で、いくら現天守の

価値を名古屋市が書いていても、それは新聞が取

り上げることはなかったのでした。名古屋市は

2017 年 6 月より「史実に忠実に復元する。」と言

って募金集めをしていますが、名古屋市天守閣部

会での「現代に作るのに、どこまで史実に忠実に

復元できるかがある。木造天守の安全を考えて、

石垣内部にコンクリートを打ち、現天守のケーソンをそのまま利用する。」という言い方に、名古屋市

石垣部会が大反発したことが報道されていません。 

 

そして、河村市長の肝いりで「本丸御殿の本物の襖絵が空襲から逃れたので、本物を展示する。」と、

米蔵を模して襖絵の展示施設を西の丸の史跡の上に作られたのですが、見るからに鉄骨造なのでした。 

 

●河村市長が願う「江戸村」の復元 

河村市長は、金シャチ横丁を、二の丸・西の丸に作りたかったのですが、「特別史跡」の中に作る事を

文化庁は認めず、外に作られました。 

名古屋城跡保存活用計画では、「天守の木造復元に続き、二の丸庭園、二の丸御殿の復元を進める。」と

あります。左図は江戸時代の二の丸・本丸の復元図です。 
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現在の愛知県と名古屋市の境界の植栽までが二の丸御殿です。砂利敷きの駐車場のところは「向屋敷」

と言って、武士が詰めていた長屋です。現体育館は、弓場と馬場になります。「もともと建物がたって

いなかったから、いいか。」と、県体育館が作られたのでした。 

二の丸御殿の復元には、確かに現体育館は邪魔になります。しかし、700 億円からのお金がかかる二の

丸御殿復元が、天守木造化事業がとん挫しているのに、河村市長の思いだけの「名古屋城跡保存活用計

画」がそのまま継続され「史跡の上の木造レプリカの復元は史跡の本質的価値を高める」という文化庁

が平城京の大極殿等の復元で使った文言が、名古屋城

に適用されましょうか。 

 

河村市長の根拠は、2015 年 3 月に文化庁で定めた

「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」

にあります。これによって、名古屋城本丸御殿の復元

が史跡の上にされています。 

 

しかし、江戸村テーマパークを作る事は、文化財保護

法にはありません。 

文化財保護法 第一条   （この法律の目的） この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、も

つて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 

四  貝 づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我

が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭

園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が

国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並び

に動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植

物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の

現象の生じている土地を含む。）で我が国にとつて

学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

 

文化財「保護法」ですので、今に残る文化財を大

切に保存し、その活用をはかるとありますが、史

跡の上の木造レプリカを作って「本物だ！」とい

うことは、ありえません。文化庁審議会は、今年

の秋を目安に、全国にある城跡、コンクリート造

の戦後復興の天守をどのように保存するか、あら

たに方針を検討中です。 

 

名古屋城は大阪城と同じ歴史公園としてある「都

市公園」です。都市公園法第四条にあるように、建

蔽率を２％以下とする公園ですので、重要文化財の

名古屋城 本丸、二の丸復元図 

皇宮東御苑  

史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準 
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指定を受けられないレプリカ本丸御殿 3,000

㎡に続き、二の丸御殿の 15,000㎡を、公園

の教養施設として続けて建てる事はできませ

ん。都市公園をやめないといけません。江戸

城本丸・二の丸の「皇宮東御苑」のように、

歴史公園として整備し、無料で市民に開放す

る姿こそ、外国人観光客にもよろこばれると

いうものです。 

 

●天守木造化事業は時間をかければ実現出来

るのか？ 

新聞報道では、文化庁のところでストップし

ていますので、天守木造化事業の本質的問題

「危険な違法建築であるので建てられない。

建築基準法・消防法」がクローズアップされ

ていません。役人たちがこぞって市長の天守

木造化に反対したように、時間をかけても実

現はしません。 

 

大村知事は「バリアフリー法によった県の条例を使う名古屋市に対して、県は立ち入る。木造天守には

身障者エレベータをつけなければならない。」と発言しましたが、名古屋市はいまだ文化庁が認める天

守木造案を作る事もできていないので、絵がなくては、県知事は立ち入って判断のしようがありませ

ん。同じく名古屋市建築審査会にも、天守木造案が提示されないので、天守木造化案の審議が出来ませ

ん。名古屋市は「進行中」と、永遠に言い続けるだけなのです。2017 年 5 月に名古屋市は竹中工務店

と契約しましたが、１ｍｍも進行していません。 

 

名古屋市が 2018 年 3 月に示した、木造 6 階建て展望台は「本物」だから「危険であっても、姫路城の

ように、国宝名古屋城天守を史実に忠実な姿で復元するので、建てられる」という建築基準第三条第一

項 4 号の法文を示します。 

 

建築基準法第三条 （適用除外） 第一項こ

の法律並びにこれに基づく命令及び条例の

規定は、次の各号のいずれかに該当する建

築物については、適用しない。 

4号 第一号若しくは第二号に掲げる建築物

又は保存建築物であつたもの（文化財保護

法で指定されたもの）の原形を再現する建

築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を
バリアフリー法の名古屋市の解釈を 2018 年 3 月に示した物で

すが、文化財保護法に「復元」は無く、建築基準法 3 条の解釈

も誤っています。次の国土交通省からの通達です。 
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得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの 

 

国土交通省は、2017 年 3 月に、建築基準法第三条（法適用除外）の通達を出しました。 

法第三条第 3 項に適用によって「重要文化財でなくて

も、歴史的建築物（文化庁の「歴史的建造物」と違いま

す）として残す建物には、増改築にあたって、法同等の

安全を考慮すれば、全ての法文に照らして既存訴求を受

けなくて良いものとする。」が主な事なのですが、わざわ

ざ前文で「四項の法適用除外は、今現在、国宝・重要文

化財の指定を文化財保護法によって受けているものだけ

であり、他の建物は全て適用する。」と、断っています。 

 

名古屋市は平成 27 年に木造天守に動き、平成 28 年 3 月には、竹中工務店の木造天守案が発表されまし

た。平成 29 年（2017 年）3 月ですと、議会が天守木造化事業の 500 億円の名古屋市予算を認めた頃で

す。河村市長が特定行政庁の長として、「木造で史実に忠実に復元する。本物だ。」と判断しても、レプ

リカは偽物であり、文化庁は「歴史的建造物」としても、文化財保護法の重要文化財にはできないの

で、木造天守は現代の法に従わないといけません。 

 

本来、危険な違法建築を取りしまる特定行政庁・名古屋市が、自ら危険な木造 6 階建展望台を作ってよ

いとしていることに、担当部局の名古屋市住宅都市局は何をしているのでしょうか。お巡りさんが泥棒

をしているようなものです。 

私は建築指導課長に聞きました。答えは「この天守木造化の件は、建築基準法の範疇でない。文化財の

話であり、観光文化交流局が主幹している。住宅都市局はタッチしていない。建築審査会に案があがれ

ば、対応する。」でした。史実に忠実な 400 年前の木造建築の復元なのです。地震に壊れ、火事で燃

え、死者を出す建物を、現代の建築基準法、消防法に合わせられるものでないのは自明なのですが、

2018 年 3 月に観光文化交流局は「建築基準法第三条 1 項 4 号の適用により」と堂々と書き、記者に配

りました。建築指導課が、平成 29 年（2017 年）3 月の国土交通省建築指導課の通達をしらないはずは

ないですが、役所のタテ割り制度を利用して逃げていました。彼は建築審査会に木造天守案あがってく

るとは思っていません。新聞が報道しないだけで、建築関係者は皆、「天守木造化はできない。」と分か

っています。 

●県体育館は、名古屋市のその跡地利用が明確になるまで、出てはいけません。 

市の木造天守請負契約 5 月のすぐあと、2017 年 6 月に、大村知事は「県体育館は二の丸から出ていく

から、名古屋城公園・北園を新・アリーナの為に県に寄こせ。」と発言していますが、この時にもう天

守木造化事業は座礁しており、「続けて、二の丸御殿の復元をするために、県体育館は出ていけ。」の＜

続けて＞は無いのでした。 

 

県体育館が出て行った跡地利用は、全く暗中模索の状態です。河村市長だけが「二の丸の復元だ。」と

いうのを、ただ大村知事は信じるのでしょうか。私は信じていませんので、県体育館は出ていく必要も県体育館は、50 年前のモダン建築の典型デザイン 
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ないし、出る事により市民の貴重な緑、4.6ha を先に潰す事を決めるのは、全くの無駄であり、暴挙で

す。汚名であっても、新・アリーナと共に大村知事の名前を後世に残すことにはなりましょうが。  

 

聡明な大村知事ですので、河村市長の「出ていけ」を幸いに、名古屋市内に大きな土地を持たない愛知

県として「出ていく事」により、大阪城ホールよりデカイ、新・アリーナ建設用地を名古屋市から得ら

れるゾ！と考えたのかもしれません。 

新・アリーナ 15000 席を作り、30 年前に作った名古屋総合体育館 10000 席を凌駕するという政治家の

発想は、よくわかります。しかし、名古屋市民は愛知県民でもあります。名古屋市民の「暮らしやすい

町づくり」には、三河出身の大村知事にも是非参加してほしいのです。「壊すな！名城公園」  

 

●県体育館の建て替えによる、新たな機能「見せるスポーツの為のアリーナ」建設の C 案ですが、文化

財保護法、歴史的建造物の内規によって、「特別史跡」の中ではデキナイのでは？と説明しました。 

しかし、残すことはできましょう。 

昭和 39 年（1964 年）建設の、BCS 賞を得たモダン建築の代表として、登録有形文化財を文化庁に申

し出るのです。 

昭和 35 年（1960 年）竣工の名古屋大学の豊田講堂は、築 52 年で、平成 23 年（2011 年）に文化財と

なりました。昭和 36 年（1961 年）竣工の布池教会（名古屋カテドラル聖ペトロ聖パウロ大聖堂）は、

築 54 年で、平成 27 年（2015 年）に文化財になりました。共にコンクリート造です。 

 

昭和 34 年（1959 年）竣工の天守と同時に登録有形文化財を申し入れるのです。外観のデザインを大胆

に変えてはいけないのですが、耐震改修とそれに合わせての増・改築、設備の一新を図るのです。 

機械的に観客席を移動させる技術はずいぶん進歩しましたので、快適な 7000 席のアリーナに生まれ変

わる事も出来ましょう。プロバスケットボールの器として、7000 席で十分ではないでしょうか。 

 

第六項 これからの進め方、事業推進の

主役は？ 
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以下は、8 月 4 日、名古屋市から住民に配られた今後の進め方「工程計画」です。 

市民の疑問に答える名古屋市の役人の答弁を聞いていて、名古屋市が県の新・アリーナ事業推進をする

のか。しかし「県の新・アリーナ案は未定であり、敷地の範囲だけで、案を市民に示すことはできな

い。」とも役人からあったので、やはり、愛知県が主体となって事業推進をするのであろうか。まった

く、わかりませんでした。 

 

欄外に「設計作業以前の都市公園法等の事前協議がある」と書いてあります。名古屋市の都市計画審議

会（有識者）がこの事業主体者の協議相手になるのですが、名古屋市民の都市公園４．６ha を県の

新・アリーナの敷地に差し出す代わりの名古屋市民のメリット「県体育館をぼい出し、名古屋城二の丸

に江戸村を作る」の説明は、愛知県からは言えません。どこにも保証のない、河村市長の「強い思い」

だけですので、名古屋市が河村市長になり替わって、名古屋市の都市計画審議会の説得をしないといけ

ません。仲良くタッグを組まないと「事前協議」は出来ないのですが、できるのでしょか。 

 

Park-PFI による事業者公募は、来年２０２０年４月に行い、建設費３００億円はどうするのかなど

を、来年７月から再来年３月まで「関係法令等事前協議」をしつつ、並行して公募事業者と契約内容を

つめていくことになっています。都市公園 Park-PFI のインセンティブである建蔽率１２％（実際公開

された案は、既存公園施設２％を含めて敷地約１８ha の１２％だと推定できます。）が得られ、条例に

よって、Park-PFI は、確定できたとしないと、愛知県、名古屋市は事業者と契約できません。 
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天守木造化事業では、名古屋市は文化庁の了解を得ることなく、４年前にゼネコン公募に走り、２年前

に請負契約を結んだのでした。しかし、文化庁は天守木造化案を受け付けず、既に契約の２０２２年末

の竣工はできません。状況は４年前のゼネコン公募前に戻っています。座礁はどちらの責任かの殴り合

いが始まりましょう。この失敗を繰り返さないと名古屋市は学習をしたようです。 

 

久屋大通公園の「欅を切るな」の反対運動は、すでに事業者公募が実質されており、手遅れでしたが、

今回はどうなのでしょうか。ますは、来年の３月までに公募史料作成とあるので、「壊すな！名城公

園」と、議会で問題点を整理することはタップリできましょう。 

 

いや、都市計画審議会の事前協議は秘密裏におこなわれましょうが、都市計画決定は公開ですので、そ

こまでは「壊すな！名城公園」の声を堂々と言えます。都市計画審議会の事前協議を横目にみて、「公

募に応じたが、やめるわ。」の公募者も出て来ましょう。 

 

公的な建物を税金で作るのに、行政は儲ける事を考えなくてよいのですが、Park-PFI の民間の事業者

は儲けて、公園整備に金を還元しないといけないのです。ここがどうも役人に理解できていません。 

 

●Park-PFI 公募設置管理制度 の国土交通省の説明図を再び持ってきました。 

公園の１０％の敷地を公募者に２０年貸すので、公募者はカフェ等の収益施設を自ら作るだけでなく、

収益で公園の整備もしてくれ。という行政からの虫の良い制度ですので、事業者は確実に２０年で回収

できるようなペラペラの建築物で対応するのが当然ですが、公園施設の整備に行政も一部負担できると

この説明図はないですが、23 ページの文にはありますし、 

設置または運営ともあり、施設（延床４万３千㎡、３００億円）設置は、この説明図と違い、愛知県が

全て設置を行う事も 23 ページの文からありうります。 

 

問題の① しかし、それでは普通の公的建物の運営・管理委託と同じとなり、インセンティブの建蔽率

１０％を得る事は出来ないと私は思っています。久屋大通公園の商業施設と県の新・アリーナとは建物

が違うのですが、「本丸御殿が復元できたのだから、天守も復元できる。」と同様なごまかしがここにあ

ります。 

 

問題の② その前に、県の新・アリーナ

が「公園の便益施設」とされるのかの国

土交通省の了解もいりましょう。大阪市

の大坂城ホールでの強引さを、名古屋市

はここで繰り返すのでしょうか。 

 

問題の③ 県の施設でのアガリを名古屋

市の公園の整備に使うのはオカシイとな

れば、県の新・アリーナの為の敷地とし
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て、今も体育館の敷地がそうであるように、どうせ国有地ですので、管理を名古屋市から、愛知県に移

せばよいのですが、公園整備費用欲しさに、名古屋市は名城公園 80ha の都市公園の敷地の全部を？一

部を？愛知県に渡すのでしょうか。都市公園法の改正で考えられていないケースですが、文言で公園整

備費を県から市に渡す契約できることなのか、私にはわかりません。 

 

問題の④ 管理者はとにかく、都市公園法による都市公園のままですと、都市公園法の建蔽率２％以下

に縛られ、この道路で区切られた敷地１８ha には建築面積２万㎡の県の新・アリーナアは建設できま

せん。すると、都市計画決定で、県が欲しいという４．６ha の部分を名城公園から外す（B 案）」しか

ないのですが、その理由が河村市長の「江戸村をつくる」というヨタ話しかないのでは、都市計画決定

はできないと思います。 

 

長く書いてきたことを、ここに４つの問題として、再び整理しました。 

 

第三章 新・アリーナ建設をする適地を探す 

大村知事の「県の新・アリーナを作りたい。」という願いは、第二章で述べた問題から、名城公園 80ha

の中では大変難しいと思いましたので、都市公園を外して探しました。 

 

①交通の便がある、できれば都心に近いところで探す。 

②見るスポーツアリーナは、劇場と同じく騒音をもたらす猥雑な用途ですので、静かであるべき住宅系

の用途地域でなく、商業地域であること、ダメなら近隣商業地域か準工業地域で探す。 

③１５，０００席の集客施設ですので、町おこしの核となります。名古屋市の再開発の目玉として施設

が生きる敷地を探す。 

 

私が真っ先に浮かんだのは、名古屋駅北東のノリタケの森でした。ナゴヤドームの候補地として、大成

建設が絵を描いていたので問題ないと思ったのです。しかし、ネットで調べると、来年２０２０年１月

より、三菱地所がイオンモールを誘致し、工事を始めるとありました。大店法での手続きも進めている

はずですので、もう遅いです。 

 

次に、金山体育館の跡地です。名古屋市の市民会館を作ったのですが、多目的ホールとしての設備です

ので、栄に作った県の芸文センターに劣り、名古屋市は市民会館を壊し、北の古沢公園も合わせて、超

高層オフィスの構想を策定しました。しかし、業務地域は栄から名駅に移っているのに、そこで、金山

へのオフィスの誘致は難しいでしょう。単純に公開されたプランを置いてみましたが、１５，０００席

のアリーナには、敷地が狭いです。１０，０００席ぐらいに小さくしないと収まりません。 

 

次に名古屋港イタリア村跡です。イタリア村は、名古屋港管理組合（名古屋市、愛知県）による PFI 事

業の大規模商業施設でした。2005 年から 2008 年までわずか 3 年で 170 億円の負債を出して運営会社

は倒産しました。 

名古屋港管理組合が建築物オーナーであり、2014 年に壊したのですが、次の 2014 年の再開発の事業者

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E6%B8%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/PFI
https://ja.wikipedia.org/wiki/PFI
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も途中辞退をしていますので、名古屋市、愛知県には「縁起の悪い敷地」ですが、県の新・アリーナ＝ 

イベントホールは儲かる施設でないとすれば、探す条件①②③に合致します。 

敷地に「緑園」の看板があったので、都市計画地域を調べたのですが、今も商業地域であり、「都市公

園」の指定もされていません。アリーナ面を５ｍも水面よりあげれば、津波への港区の防災拠点にもな

りましょう。 

 

私の勝手な推薦ですので、実現には幾多の問題がありましょう。この第三章 新・アリーナ建設をする

適地を探すについては、第二章で展開した法の解釈と違い、私も河村市長、大村知事と同じ「思いつ

き」レベルであることを断っておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

参考 名古屋市 金城ふ頭  国際展示場 1 号館  
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港では、2018 年 12 月に、名古屋市は金城ふ頭の国際展示場 1 号館 延べ４万㎡、コンサート 15000

人にも対応できるアリーナ 2 万㎡（竹中工務店グループが 318 億円で受託）が決定し、2022 年 10 月開

業に向かって事業が進めれています。 

 

 

 

しかし、仕様の基本は広土間の展示場です。県の新・ア

リーナに対抗するものではありません。 

 

セントレア空港島に今年 8 月 30 日にオープンする 県

の国際展示場 展示面積 6 万㎥ 350 億円 竹中工務店の設計施工 に対抗するものです。 

名古屋市は、パンフで県の空港島より、市の金城

ふ頭の方が、アクセスが良いと露骨にあります。  

河村市長と大村知事のいがみ合いは、こんなとこ

ろにも出ています。名古屋市民でもあり愛知県民でもある私は税金の無駄使いにならないか。それぞれ

の展示場が両立するマーケットがあるのかどうか。心配しています。 

 

建設費は税金ですので、御両人の腹は傷みませんが、イタリア村の PFI 事業のような失敗もあります。

「県の新・アリーナ 基本構想」についてのご議論が議会で活発にされることを期待して終わります。 

完成予想図 国際展示場 3 棟が並ぶ金城ふ頭  

展示面積 の合計 4 万㎡ 


